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会 議 次 第      

○答申案骨子の検討  

（１）経営効率化に係る計画について 

（２）一般会計における経費負担の考え方について 

（３）再編・ネットワーク化に係る計画について 

（４）経営形態見直しに係る計画について  

 

 

  会 議 結 果      

 

議事について、事務局から説明を行い、委員による意見交換、質疑

応答の後、項目毎に検討を行った。   



審 議 経 過                 

 

◆主な発言（要旨） 

1.経営効率化に係る計画について 

部会長： 看護配置を 7:1 にすれば収益が 2,400 万円プラスになるが、一方で人件費

も増加する。7:1 にするのであれば、一時期に不足数を確保しなければ意味

が無い。看護師は 7:1 を要望するが、一度に 7:1 にしてしまうと 10:1 には戻

れない。この戦略をとるべきだろうか。 

7 ページのＳＰＤの対象に薬剤も入っているが、薬剤は卸業者から直接購

入する方がよいのではないか。ＳＰＤ業者も薬剤は卸売業者から購入するた

め安くならないと思われる。 

会 長： ＳＰＤに変更してコストを 2％削減するというのは、うますぎる話ではな

いか。導入による材料費の削減ではなく、色々な手を打つ必要があると思

う。 

事務局： 現在、材料を購入している業者をＳＰＤにすることで単価を下げることは

可能であるとのこと。近隣の病院によると、価格交渉することで無駄がなく

なるとのことであるため、効果は見込めると思われる。 

部会長： 調理を外部委託にすることによる調理師の緩やかなカットとあるが、長い

年月をかけてもカットできないのではないか。 

事務局： 調理師の年齢構成を具体的に確認し、削減は可能かシミュレーションして

いる。 

部会長： ＤＰＣになり増収になるとのことであるが、それほど大きなプラスになら

ないのではないか。Ｋ病院では係数が 1.11 で月 1,000 万円の増収を見込んで

いたが、結局 450 万円しかプラスにならなかった。川西病院はＫ病院より係

数が悪いこともあり、もう一度検討した方が良いのではないか。またＤＰＣ

導入で療養患者をどうするか考える必要がある。 

事務局： 平成 19 年に手上げしている自治体病院協議会データを所与として計算した

6 ヶ月のデータによると、年間 1.2 億円（月 1,000 万円）、整形外科で単価

が 1 万円増になるという結果であった。 

委 員： 服薬指導は 80％行っている状況で、これ以上増やすのは難しいと思われ

る。 

事務局： 全入院患者数に対し、1 回でも指導すれば 1 とカウントしているが、指導

は 30 日の入院であれば月 4 回まで指導できるため、その部分を増やせると思

われる。 

部会長： 10 ページのシナリオ 1～4 についてそれぞれシミュレーションの内訳表が

ないため、良し悪しの判断ができない。 

会 長： 個々のプロジェクトの収益性を議論して決定すべきであると思う。ワース

トシナリオとベストシナリオでは振れ幅があるため、そこを明らかにしてい

かなければシナリオの決定はできない。 

委 員： リスクが見えない。医療のことを知らない審議会のメンバーはそこまで読

み取れないと思われる。 

事務局： シナリオ 4 は患者数の増加を見込んでいるためリスクが大きい。増加率は

過去のトレンドを採用している。シナリオ 3 はコスト削減から算出してい

る。院内努力の話であり実現可能範囲であると思われる。 

部会長： コスト削減といっても一部しか記載されていない。検査委託、清掃、酸素

などどの程度削減が見込めるものか、コスト削減の内容を明らかにして欲し

い。 

 



                 

 

2.一般会計における経費負担の考え方について 

部会長： 伊丹市へ支払う実習運営経費の繰り入れは既に決まってしまっているの

か。 

委 員： 川西市のクリニックに勤める准看護師を対象に伊丹市医師会立の看護学校

で実習させている。伊丹市が受け入れてくれているため不採算な部分を負担

することは病院の問題だけでなく、市との約束になっている。 

委 員： 資料の 37 ページの 13、14 番について、減価償却費と企業際償還元利金を

並べて計上しているということは、会計原則としておかしい。二重計上とい

う意味になってしまう。 

事務局： 小児、周産期、救急は繰入を行っているが、その全額が健全な赤字かと言

えば疑問である。川西市としては金額の圧縮をお願いしたい。 

会長：  病院の実質的な赤字を補填してもらうか、三つの役割に応じて病院の収支

に関係なく補填してもらうのかどちらの考え方か。兵庫県の財政をよくした

ら国からの補助が減るという矛盾もある。 

事務局： 繰入基準は詳細まで決められている。赤字補填という考え方ではない。産

婦人科の不採算は、未収金が多いのも一つの要因である。出産一時金を受け

取ってもそれで支払ってくれるとは限らない。未収があるにも関わらず再度

分娩依頼がある場合も断っていない。救急隊員もそのような方を搬送する場

合、民間病院では断られるため市民病院へ搬送する状況である。未収に対す

る地道な分割納付を徹底したいが管理が大変である。 

 

3.再編・ネットワーク化に係る計画について 

部会長：どのような提携が考えられるのか。 

事務局： 患者の診療圏から考え、阪神北エリア（猪名川町、能勢町、豊能町）の近

隣市町との連携が考えられる。具体策は今のところなし。政策医療での一般

会計の負担などが考えられると思われる。宝塚病院とはペースメーカーの埋

め込みを提携しており、医師に来てもらっている。 

委 員： 連携となると距離ができるため建設的な意見が出にくい短所もあるが、医

療のことを考えると、池田、伊丹、宝塚と川西でやるべきだと思う。 

会 長： 流通業の例で考えると、大量のコスト削減が見込まれる。病院間でも材料

の共同購入でコスト削減を実現することは可能であるか。 

事務局： 以前薬品の共同購入を行っていたが、各病院で使用する薬剤が違うなど個

別の事情があり実現は難しい。材料は足並みを揃えるだけで時間がかかる。

 実現には医師の協力が必要となる。ＳＰＤにすれば在庫が無くなり、業者

も安い商品を提案してくれるため医師にはそれを使用してもらい、毎年価格

交渉するようにする。 

部会長： 宝塚病院、池田病院と情報交換会の場を持っているか。川崎病院、神鋼病

院、明和病院、明石医療センターとＫ病院の 5 病院で医師の給与、医事につ

いて毎月 1 回情報交換会を行っており、非常に有益である。 



 

 

3.経営形態の見直しに係る計画について 

委 員： 21 ページの全部適用のスピード欄が「○」になっているが、全部適用であ

っても議会の承認などがあるため一部適用とスピードは同じであり、実態は

「△」ではないか。 

委 員： 経営改善できる金額は限られており、せいぜい 1～2 億円である。ポイント

は人件費であると考えられるが、これを減らすとなると独立行政法人または

指定管理者にしなければ良くならないのではないか。 

何年で独立行政法人化するという具体的な計画がなければ 6 億の経営改善

は無理だと思う。今の形態では人件費の見直しは難しいのではないか。 

会 長： 損益をゼロにするにはシナリオ 4 が必須である。現状ではマネジメント層

の協力を得ても実行は難しい。独立行政法人化によってマネジメント層の体

制を築くという意味で、独法化は手段として考えるべきだと思う。資料を見

ても独法化は「○」が多く、つまり良いということであると思う。これに向

かってどのようにすべきか考えたらいいのではないか。経営改善と独法化を

同時に行うことを問題視しがちである。短期としては大変であるが、長期的

に考えて望ましいことであると思う。独法化に問題はないのかが大変気にな

る。この記述がないため同規模で独法化した病院を例にメリット、デメリッ

トを知りたい。 

部会長： 看護師の給与が平均 700 万円というのは高くないか。Ｋ病院では平均 

500 万円で、600 人の看護師の中で 700 万円以上は 20 人のみ。 

委 員： 看護師は給与が高くても来ない。給与だけの問題ではない。 

以上 
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第2回作業部会は、第1回作業部会での審議を踏まえ、「公立病院改革ガイドライン」に記載が求め
られている全ての項目について、決定と議論を行うことを目的としている。

「公立病院改革ガイドライン」に
記載が求められている項目(概要)

1.公立病院として今後果たすべき役割

2.一般会計における経費負担の考え方
(操出基準の概要)

3.経営効率化に係る計画

4.再編ネットワーク化に係る計画

5.経営形態見直しに係る計画

「公立病院として果たすべき役割」を明確化する。「公立病院として果たすべ

き役割」は、端的には地域において提供されることが必要な医療のうち、採

算性等の面から民間では提供困難な医療の提供である。

経営の効率化を図るため、経営上の課題を抽出し、それぞれに対する具体

的な改善案を作成する。最終的には、主要な経営指標について数値目標を

掲げる。

地域全体で必要な医療サービスが提供されるための地域の公的病院の再

編・ネットワーク化を検討する

民間的経営手法の導入を図るために、経営形態を改めるほか、民間への事

業譲渡や診療所化を含め、事業の在り方を抜本的に見直す

上記の「公立病院として果たすべき役割」に応じて、やむを得ず不採算とな

る部分について、一般会計等での経費の負担区分について明確な基準を

設定する。

各項目において検討すべき具体的内容

第1回作業部会

第1回作業部会
/第2回作業部会

第2回作業部会

第2回作業部会

第2回作業部会

議題とする
作業部会



1.「経営効率化に係る計画」
具体的解決策の検討
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第1回作業部会では、「消化器系の強化・集中」を目玉事業にした「地域連携の強化」を軸に、軸を
補助する病院内部の最適化に資するいくつかのオプションを選定した。

1.「経営効率化に係る計画」 具体的解決策の検討

…

循環器系の新設・集中

消化器系(特に悪性新生物)
の強化・集中

療養機能/リハビリへの強化・集中

マネジメント体制の整備

地域連携の強化

実質的規模に見合う

費用構造への転換

病床の効率的利用

１

１

１

2

3

4

5

目
玉
事
業
創
出
に
向
け
た
戦
略
オ
プ
シ
ョ
ン

弱
み
を
克
服
す
る
戦
略
オ
プ
シ
ョ
ン

戦略オプション

• 医師の専門性やこれまでの実
績を考慮し、最も注力する戦略
オプションは「消化器系(特に悪
性新生物)の強化・集中」と決
定した

• 「循環器系の新設・集中」に関
しては、地域のニーズは高いと

考えられるが、医師や医療機

器といったリソースの獲得が困

難なため、今回の改革プランで
は採用しない(中長期的な目標
とする)

• 弱みを克服する戦略オプション
に関しては、「地域連携の強化

」に特に注力する

• 「病床の効率的利用」「実質的
規模に見合う費用構造への転

換」は目玉事業とする「消化器
系(特に悪性新生物)の強化・
集中」と整合が取れる具体的

解決策を採用する



2.「経営効率化に係る計画」 具体的解決策の検討
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改革プラン(「効率化に係る計画」)の全体像

市立川西病院
市立川西病院

地域の医療機関

患者

地域の医療機関

患者

目指すべき姿現状の姿

消化器系
(特に悪性新生物)
の強化・集中

「地域連携の強化」

「病床の効率的利用」などの

病院内部の効率化

地域の医療機関中心の入院経路への転換

特徴を持った筋肉質な病院への転換



1.「経営効率化に係る計画」 具体的解決策の検討
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検討された戦略オプションを達成するべく、それぞれに対応した具体的解決策を導出した。

戦略オプション 具体的解決策 解決策の概要

消化器系の強化・集中
消化器センターを新設し、消化器のワン

ストップサービスを提供

内科と外科で連携を取り、消化器センターを設立すると共に、内視鏡室も増設し患者
受入れ体制を整える(資料編P.5-P.6)

地域連携の強化 地域連携室の強化
地域連携室を強化し、紹介元医療機関との協力体制を構築する(詳細は資料編P.7-
P.16)

病床の効率的利用 ステージ別病棟の導入
「超急性期」「急性期」「慢性期」のステージ別に病棟を再編し、看護師配置やベッドコ

ントロールを行いやすくする

余剰スペースの利用
(個室の増設/内視鏡室の増設) ステージ別病棟の導入後、用いられていない病床スペースを個室や内視鏡室とする

看護基準の見直し 7対1看護料を検討する

実質的規模に見合う

費用構造への転換
SPDの利用による材料費の低減 SPDを利用することによって、薬品・診療材料・消耗品におけるメーカーとの価格交

渉、在庫管理を委託する

民間活力を利用した駐車場の適正利用
駐車場を有料化することで患者以外の駐車を防ぎ利便性を向上させると共に、駐車

場のための賃借料を最適化する

事務部門・医事委託等の効率化 外来患者数の減少しているため、委託業者との交渉を行い委託料を低減する

療養機能/リハビリの強化・集中 内科患者へのリハビリ強化
OTを採用することで脳血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)を取得し、内科の潜在的リ
ハビリ患者に対してリハビリを行う

薬剤部の効率化
オーダリングシステム(薬歴管理システム)導入に伴う業務改善で生じた余剰業務量
を服薬指導の増加に用いる

調理業務の効率化 調理業務を委託化し、ベンチマーク並みの委託料とすることでコストを削減する



1.「経営効率化に係る計画」
シミュレーションによる評価



1.「経営効率化に係る計画」 シミュレーションによる評価
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シミュレーションは施策の実行可能性を考慮し、4つのシナリオを想定している。

シナリオ1 シナリオ2 シナリオ3 シナリオ4

シナリオの内容

従来の体制・やり方を踏襲する
と仮定し、確実に実行可能と考
えられる現在進行中のコスト削
減施策の効果のみを反映した
見込値

シナリオ1に算入した効果に加
え、H21年度からDPC対象病
院に認定されると仮定し、DPC
による単価上昇を反映した見
込値

シナリオ2に算入した効果に加
え、「改革プラン」の施策の中
で実現可能性が高いコスト削
減施策や収益向上施策の効果
を反映した見込値

シナリオ3に算入した効果に加
え、「消化器センター化」「地域
連携強化」といった不確実性が
高い「患者数増加施策」の目標
値も加味した計画値

現在進行中の施策 ○ ○ ○ ○

DPCによる単価上昇 ○ ○ ○

確実性の高い施策 ○ ○

不確実性の高い施策 ○

損益に与えるインパクト 大小

最も望ましいシナリオ

損益シミュレーションの4つのシナリオ
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シミュレーションの結果、「シナリオ4」「シナリオ3」ではH23年度時点での経常損益の黒字化が達成
できると考えられる。

1.「経営効率化に係る計画」 シミュレーションによる評価

-350,000

-50,000

250,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

各シナリオにおける経常損益の推移(単位：百万円)

DPCによる単価増の効果

実現可能性が高い

施策の効果

不確実性が高い

施策の効果

経
常
損
益

シナリオ1

シナリオ2

シナリオ3

シナリオ4

企業債償却による

支払利息の減少

＋

人件費削減等の

現在進行中の

施策の効果

0

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

シナリオ4 -321 -124 -328 -95 94 134 186

シナリオ3 -321 -124 -328 -95 52 44 44

シナリオ2 -321 -124 -328 -95 36 -6 -10

シナリオ1 -321 -124 -328 -95 -116 -157 -162
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「シナリオ4」を達成するには、H23年度にH17年度の水準まで医業収益を増加させることが求めら
れる。

1.「経営効率化に係る計画」 シミュレーションによる評価

医業損益の推移(単位:百万円) 【再掲】経常損益の推移(単位:百万円)

シナリオ1

シナリオ2

シナリオ3

シナリオ4

-800,000

-400,000

－

400,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

シナリオ1

シナリオ2

シナリオ3

シナリオ4

-800,000

-400,000

－

400,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

医業収益で見ると、
シナリオ4でH23年度の収益がH17年度と同水準

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

シナリオ4 -343 -523 -648 -632 -443 -402 -350

シナリオ3 -343 -523 -648 -632 -485 -492 -492

シナリオ2 -343 -523 -648 -632 -501 -542 -546

シナリオ1 -343 -523 -648 -632 -653 -693 -698

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

シナリオ4 -321 -124 -328 -95 94 134 186

シナリオ3 -321 -124 -328 -95 52 44 44

シナリオ2 -321 -124 -328 -95 36 -6 -10

シナリオ1 -321 -124 -328 -95 -116 -157 -162



1.「経営効率化に係る計画」 シミュレーションによる評価
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改革プランに記載が求められている「病床稼働率」「職員給与費比率」も共に改善することが出来る

と考えられる。

病床稼働率の推移 職員給与費比率の推移

75% 76% 78%

73% 73% 73%

83%
76% 75% 73%

0%

25%

50%

75%

100%

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

院内処方 院外処方「シナリオ4」

「シナリオ4」以外

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

シナリオ4 54% 58% 70% 70% 66% 65% 64%

シナリオ3 54% 58% 70% 70% 67% 67% 67%

シナリオ2 54% 58% 70% 70% 67% 67% 67%

シナリオ1 54% 58% 70% 70% 70% 70% 70%

改革プランが求める
70%以上の病床稼働率を達成できる

3-6%の改善が見られる
（改革プランには、目標値は記載されていない）

病床稼働率は、「シナリオ4」においてH23年度に78%まで回復する。

病床稼働率の分母を稼動病床数(240床)とすると、H23年度は
92%の稼働率となる。

H19年度と比較してH23年度は「シナリオ4」で6%、「シナリオ2、シナ
リオ3」で3%の改善が見られる。

H19年度に職員給与費率が大幅に上昇したのは、院外処方によ
る医業収益の減少に起因する。



1.「経営効率化に係る計画」 シミュレーションによる評価
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【「具体的解決策」の収支改善効果算定方法】

戦略オプション
損益に影響を与える

具体的解決策
収支改善効果算定方法 必要となる投資

収支改善効果(年
間)

実施時の課

題

消化器系の強化・集中 消化器センターの新設

･内視鏡センター

設置

･内視鏡(合計4本)

入院患者増加
(「地域連携の強
化」の効果と合わせ
て目標値を設定)

入院患者数増加
(『消化器系の強
化・集中」の効果と

合わせて目標値を
設定)

地域連携質職

員の人員増

調理業務の効率化
調理業務を委託している同床規模の公

立病院の委託費と同水準として算定
想定せず

(入院患者100人当
たり162千円)
(H24年度より)

―

約16,000千円
(6部屋として)

(約44,000千円)

2%程度(見積中)

約10,000千円

約35,000千円

地域連携強化 地域連携室の強化

地域連携室の増

員
(2名)

病床の効率的利用 個室の増設

増床個室数にそれぞれのシナリオにお

いて想定される稼働率を乗じた稼動病

床数を用いて算定

想定せず

将来投資
(施設・設備)
内科医の

人員増

将来投資
(施設・設備)

(看護師の人員
増)

将来投資
(施設)

将来投資
(施設)

(7対1看護料の取得)
シミュレーションには反映し

ていない

DPC前は延入院患者1人当たり286点
の増加として、看護師人員増分を差し

引いて計算

1人当たり人件費
を350万円と想定
し、増員分の人件

費

実質的規模に見合う費

用構造への転換

SPD利用による変動費
の見直し

約2%と想定(ベンチマーク企業の水準
を保守的に見積もっている)

薬品管理のため

の倉庫増設費用

薬剤部の効率化

オーダリングシステムが導入される
H21年度から服薬指導件数を1.3倍と
して算定

オーダリングシス

テムへの薬歴管
理ソフト導入(減価
償却費に含む)

PT・OTの
人員増

療養機能/リハビリの強
化・集中

内科患者へのリハビリ

強化

単価は脳血管疾患リハビリⅠを取得を
予定しているため235点とし、現状の推
定患者数を乗じて算定

中心となる内科・外科・整形外科の3診
療科の医療機関のうち、患者数が多い
医療機関(月間150名以上)からそれぞ
れ50名の紹介患者獲得を目標値とし
て算定

PT/OTの人件費
(現在の1人当たり
人件費で算定)

シ
ナ
リ
オ4

シ
ナ
リ
オ3



2. 「一般会計における経費負担の考え方」検討資料
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「一般会計における経費負担」については、第1回作業部会で検討した「公立病院としての役割」と
整合する考え方を示す必要がある。

2.「一般会計における経費負担の考え方」検討資料

改革プランにおける「一般会計における経費負担」の考え方

①その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費

②当該地方公営企業の性格上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費

…

果たすべき役割の明確化

都道府県医療計画を踏まえ、地域医療確保のため当
該病院が果たすべき役割及び医療の提供対象(診療
科目、病床数等)を明確化する

診療機能面 小児医療機能 / 妊娠・分娩機能の提供

立地面
医療機関過疎地域である北部エリアを

中心とした入院機能の提供

「公立病院としての役割」

救急機能面 1市3町における救急機能の提供

【果たすべき役割に合致する経費】
• 救急医療態勢経費

• 小児医療経費

• 周産期医療経費

【その他上記②に該当すると考えられる経費】
• 医療相談等に要する経費

• 看護師養成経費

• 企業債償還元利金

• 建築改良費

• 医師・看護師等研究研修費

• 伊丹市医師会立准看護高等専修学校看護学生実習運営経費

• 基礎年金拠出金の公的負担経費

• 高度医療経費

• リハビリテーション医療運営経費

• 院内保育園運営経費

• 兵庫県市町村職員共済組合追加費用経費

一般会計等負担金の算定範囲の明確化

当該病院の提供する医療等のうち一般会計等において費用負担

が行われるべきものの範囲についての考え方及び一般会計等負

担金の算定基準（繰出基準）について明らかにする

市立川西病院の一般会計における経費負担の考え方

※それぞれの算定基準、金額に関しては、資料編に記載



3. 「再編ネットワーク化に係る計画」検討資料
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本作業部会において病院間の再編・ネットワーク化について詳細な検討を行うことは困難であるた

め、市立川西病院のみで検討可能な再編・ネットワーク化について検討を行う。

近年の公立病院の厳しい経営状況や道路整備の発展、さらには医師確

保対策の必要性を踏まえると、地域全体で必要な医療サービスを提供さ

れるよう、地域における公立病院を

1. 中核的医療を行い医師派遣の拠点機能を有する基幹病院
2. 基幹病院から医師派遣等様々な支援を受けつつ日常的な医療確保
を行う病院・診療所へと再編成するとともに、

これらのネットワーク化を進めていくことが望ましい

改革プランガイドラインに記載されている「再編・ネットワーク化」の考え方

中核的な医療を行う基幹病医とその他の病院(病院から診療所への変更も考えられる)に再編成する等、大きな変革が求められているが、
兵庫県の考え方が決定していない現状では、本作業部会で病院間の再編成・ネットワーク化を検討することは困難である

一方で、市立川西病院のみで考えうる再編・ネットワーク化については検討の余地がある

市立川西病院のみで検討が可能な
再編ネットワーク化

近隣市町との連携の強化

近隣医療機関との連携の強化

3.「再編ネットワーク化に係る計画」検討資料

◆再編・ネットワーク化に係る都道府県の役割

都道府県は、医療法に基づく医療計画の見直しとの整合を図りながら、
平成20年度までに都道府県の公立病院等の再編・ネットワーク化に関す
る計画等を策定し、その実現に向けて主体的に参画することが強く求め

られる



3.「再編ネットワーク化に係る計画」検討資料

第2回作業部会資料(本編)18

【兵庫県の「ネットワーク化」に関する考え方】

ネットワーク化

医療従事者の

継続的な確保
• 過剰な勤務の抑制

• 勤務医の不足の解消

• 女性医師の勤務環境の改善

医療の集約化・重点化

に対する住民の理解
•アクセス時間への理解
•コンビニ受診の抑制
•集約化に対する理解

医療機関の安定的な

運営の継続
• 経営状況の改善

ネットワーク化の検討に係る3つの視点 ネットワーク化の検討の進め方

検討体制

– 圏域ごと等に各公立病院設置者が共同して、ネットワーク化について

の検討を行い、県は事務局の一部として県民局とともにその調整を

行う

• 既存の地域医療確保対策圏域会議を活用

• 複数の圏域にまたがる場合は、圏域を調整する組織を設置

【構成員】

•市町村
•市町立病院長
•県立病院長
•学識者
•郡市医師会長
•県民局長
•健康福祉事務所長 等

【ワーキンググループ】

•市町担当者
•公立病院事務局長等
•健康福祉事務所担当者等

スケジュール

– 6月-7月 ：県民局、公立病院との意見交換、情報収集

– 8月-11月 ：各圏域ごと等の検討(圏域会議等の開催)

– 12月 ：各圏域ごと等で、ネットワーク化について検討した

ものを取り纏め

出所: 平成20年度第1回阪神北医療確保対策圏域会議資料



4. 「経営形態見直しに係る計画」検討資料
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市立川西病院が取り得る5種類の経営形態のうち、現在は地方公営企業法の全部適用での運営
を行っている。

一部適用

指定管理者制度
(公設民営)

民間譲渡

民営型

経営形態の見直し

地方独立行政法人
(非公務員型)

人事・予算等に係る権限が付与

• 一部適用からの移行では，比較的取り組み易い
• 民間的経営手法の導入が不徹底に終わりがち
• 経営の自由度拡大の範囲は地方独法に比べて限定的

予算・財務・契約，職員定数・人事などの面でより自律的・弾力的

な経営が可能

• 権限と責任の明確化に資することに期待

• 設立団体(市)からの職員派遣は段階的に縮減し，実質的な自
律性の確保に配慮

民間の医療法人等に施設の管理を行わせる制度

• 適切な指定管理者の選定に配慮

• 医療内容，委託料水準等の諸条件について十分協議

• 地公体においても事業報告書の聴取，実施の調査等により管理の
実態把握と必要な指示を行う

•公立病院としての役割，必要性を勘案

出所:右欄の解説文は，総務省「公立病院改革ガイドライン」より抜粋

市立川西病院

直営型 全部適用

行政施策が反映しやすい

• 人事院勧告どおりの人事管理が可能
• 経営責任が不明確であり、職員の意識、危機感の欠如

4.「経営形態見直しに係る計画」検討資料

市立病院としての

看板は同じ



4.「経営形態見直しに係る計画」検討資料
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病院経営を行う上では、独立性・自由度の高い独立行政法人や指定管理者の形態を取ることが望

ましい。

地方公営企業法
一部適用

地方公営企業法
全部適用

独立行政法人
(非公務員型)

指定管理者

医療機能の強化権限

予算

定数

スピード

○

○

○

○

事務職員の育成 × △ ○ ○

○

人事・給与制度の自由度

契約手法の多様化

×

×

×

△

△

○

○

○

○

× △ ○

× △ ○

官営 公設民営

市立川西病院

独立性・自由度低 高

病院経営においては独立性が高く、自由度が高い経営形態が望ましい

– 医療業界は診療報酬改定や医療制度改革などの外部環境に大きく依存し、またそれらの外部環境に
大きな変化が起きる可能性が高いため、意思決定のスピードなどの機動力が求められる

– また、病院は労働集約的な事業構造となっており、「ヒト」という経営資源が重要であるため、フレキシブ
ルな人事・給与制度を取ることが必要である



4.「経営形態見直しに係る計画」検討資料

第2回作業部会資料(本編)22

市立川西病院のマネジメントに関する現状の課題解決には、独立行政法人等自由度の高い経営

形態の方が望ましいものの、地方公営企業法の全部適用であっても解決できると考えられる。

課題 全部適用で課題解決できるか

人事・予算等に係る権限まで付与されていな
いため、実質的なマネジメント機能を果たせ
ていない

○
全部適用においても、事業管理者には職員の給料額の決定や
予算案の提示等一定の権限を付与されており、現状では、そ
の全ての権限を使用できているとは言えない

病院全体としてのビジョン・方向性が共有でき
ておらず、各部門での動きにばらつきが見ら
れる

(○)
経営形態に係る問題ではない

経営形態の問題ではなく、病院全体のビジョン・方向性が定ま
っていないことが問題である

増患・収益向上対策に対し、医師、看護師、
技術職員、事務職の間で充分な連携が取れ
ていない

(○)
経営形態に係る問題ではない

経営形態の問題ではなく、カンファレンスやチーム医療の推進
、また連携に役割を果たす担当者の業務分掌の明確化などに
より解決できると考えられる

専門的知識を有するプロパー職員の不足か
ら、マネジメント・営業などに弱みがある

○
正社員は公務員になるので雇用は難しいが、雇用形態がパー
トなどであってもプロパー職員を育成することは可能である

独立行政法人化の場合

◎
人事管理面では定数による制約がなく、
業務執行面でも、予算単年度主義では
なく中期的な目標を定めることが出来る

(○)
同左

(○)
同左

◎
プロパーの正職員を定数の制約なく、雇
用することが出来る

【参考】地方公営企業法全部適用と独立行政法人の相違
地方独立行政法人にした場合の主な相違部分

– 議会の関与が、設立や中期目標の承認など限定的

– 評価委員会による業績評価の制度化

– 中期目標・中期計画による目標管理(予算単年度主義によらな
い運営)

– 財務諸表の公表など運営の透明性の確保が制度化

– 職員の身分(当該地域で代替補完昨日が十分に確保されてい
る場合は非公務員)

「地方公営企業型の独立行政法人」は、企業会計原則や不採算経費の一

般会計による負担など財務の面では、地方公営企業法の全部適用と基本

的な相違がない。

– 一般会計からの繰入等

• 地方公営企業：行政的経費及び不採算経費等は一般会

計から繰入金として措置

• 地方独立行政法人：行政的経費及び不採算経費等の運
営費負担金として措置
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独立行政法人化と経営改善の双方を同時に行うことは、経営資源の分散により双方に悪影響を及

ぼす可能性があり、まずは経営改善に注力することが肝要と考えられる。

独立行政法人化した場合、
3-5年後には必ず目指すべき姿に到達している必要がある

現状

目指すべき

姿

損益O損益ライン
経営改善と独立行政法人化の同時並行は

困難と考えられる まず、経営改善を達成し

その後、独立行政法人化を

検討する

• 独立行政法人では、中期目標基幹(3-5年)終了後業務を継続
させる必要性、組織のあり方その他組織及び業務全般にわた

る検討を行うため

• 経営資源(事務局等の人的資源)は限られており、独立行政法
人化にばかり注力してしまい、経営改善がおぼつかない可能

性がある
• 独立法人化には、通常約1年から1年半の期間が必要であり、
独立法人化後の経営改善となると相当なスピードでの改善が

求められる

• 独立行政法人化への移行期には通常外部への委託費用など
の金銭的な経営資源も必要となる

経営改善と独立行政法人化を

同時並行で行う

以上から、まず経営改善を達成し、その後独立行政法人化を検討する(上記図の緑のライン)が望ましいと考えられる
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1.戦略オプションに対応する具体的解決策詳細
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【「戦略オプションに対応する具体的解決策詳細」の資料構成】

消化器系(特に悪性新生物)
の強化・集中

地域連携の強化

病床の効率的利用

療養/リハビリへの強化・集中

実質的規模に見合う

費用構造への転換

P.5-P.6

P.7-P.16

P.17-P.21

今回の改革プランの

根幹となる重要な

戦略オプションであり、

それぞれの戦略オプションについて

複数枚の資料を用意している

「その他施策」の中に、
1施策1枚で記載している

戦略オプション ページ数 備考

P.22-P.28



「消化器系の強化・集中」
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「消化器系(特に悪性新生物)の強化・集中」に関する具体的解決策

1.戦略オプションに対応する具体的解決策詳細

市立川西病院の現状 平成16年度に購入したマルチスライ
スCTを有している

消化器系を専門とする医師が相対
的に多い（内科系：3名、外科系6名）

腹腔鏡手術の術件数は病院と比較

して、高い水準にある

麻酔科医も3名体制となっており外
科的治療の体制が整っている

専門の薬剤師を配置し化学療法を

提供している

緩和ケアチームによる、術後のフォ

ローも行っている

内視鏡チームを編成し、鼻カメラなど
の設備を有した最大3床規模の内視
鏡センターを設立する

検査結果についても、内科・外科の

双方の観点から診断を行い、治療方

法に関しても双方の意見を記載する

消化器センター化に伴い、内科・外

科によるカンファレンスを行い、連携

を強化する

腹腔鏡チームを編成し、チーム内で

の教育体制を整える

消化器センター化の
施策例*

緩和ケアチーム、化学療法室と内視

鏡チーム、腹腔鏡チームとのカン

ファレンスを実施し、連携を強化する

検査 治療 フォロー

現在の、市立川西病院の強みを活かすには、

検査からフォローまでの一連の治療活動を全て提供できるというワンストップサービスが一つの方向性として考えられる

「消化器系(特に悪性新生物)の強化・集中」に関しては、医師、事務局によるワーキングを設置し、
改革プラン実行のH21年度までにより詳細な検討を行う※

※：現状でも、必ず必要と考えられる必要投資(内視鏡などの設備)に関しては、シミュレーションに反映している

(*消化器センター化を行っている医療機関へのヒアリング結果を元に作成)



「地域連携の強化」
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「地域連携の強化」の具体的解決策
「地域連携の強化」は、3つの課題それぞれについて具体的解決策を行う。

1.戦略オプションに対応する具体的解決策詳細

【紹介元医療機関への情報提供】

まず、地域の医療機関に当院を理解していただく

1.紹介元医療機関への
情報提供

• 冊子・メーリングリストによる情報提供
• セミナー・懇親会による情報提供

【自病院内の連携体制整備】

紹介していただいた場合には、確実に満足してもらえるだけ
の体制を整える

2.予約受付機能の強化

• 対応マニュアルの整備
• 予約受付担当者の教育
• 予約受付時間の延長
• 医師・看護師との連携強化

3.返書管理/逆紹介の徹底
• 紹介状取り纏めの徹底
• 返書督促制度の整備
• 逆紹介管理の徹底

【地域連携の枠組みの主体的な構築】

地域の医療機関が共存共栄するための仕組みを当院が中
心となって構築する

5.地域連携のための
仕組み構築

• 登録医制度の導入
• 地域連携パスの利用
• 後期高齢者制度の枠組み構築

4.後方病院との連携強化 • 後方病院への渉外業務の開始
• 後方病院の空床情報の把握

3つの課題 具体的解決策



第2回作業部会資料(資料編)9

【参考】「地域連携の強化」に関する近隣医療機関へのヒアリング結果

地域医療室

• 紹介患者の疾病や病状によって自病
院で対応可能か否かなどの迅速な判
断
• ベッドの確保や医師への連絡などの
院内での連携

• 地域医療室と医師/看護師との連携
が取れていない
• 受付担当の方には、紹介する患者の
疾病など、医療の知識がない
• 受付担当の方には、紹介する患者の
空き病床を確保する権限がない
• 入院適応や社会的入院などにもフレ
キシブルに対応してほしい
• 土曜日も運営してほしい

• 病床管理は看護部が行っており、地
域医療室との情報交換がなされてい
ない
• 受付担当はパート職員である
• 運営は月～金曜日のみである

医師/看護師

• 報告について
• 紹介患者の所見の報告とその
内容(CTやMRIの画像があれば
添付してほしい)
• 紹介患者の来院、または入院の
報告
• 紹介患者へ施術した場合、術後
経過の報告

• 紹介について
• 紹介元クリニックへの逆紹介の
有無

• 来院/入院のレスポンスはあるが、経
過報告などのレスポンスは不足してい
る
• 逆紹介が少ないため、患者を送りにく
い

• 紹介元に対してレスポンスをしている
医師もいるが、レスポンスのない医師
もいる

紹介元医療機関 市立川西病院

紹介する際に

重視する点

市立川西病院に

対する評価

市立川西病院の

現状の検証

紹介先病院での診察/処置/入院紹介先の選定 紹介先への依頼

• 外来/入院の場合
• 医療の専門性

• 医師の症例数/術件数(医師がど
のような疾病を診ているのか、ど
のようなスキルがあるのかを知り
たい)

• 医師間の個人的なリレーション
• 患者の交通アクセスの利便性

• 検査の場合
• 医師の専門性

• 設備の充実度
• 検査機器の精度

• 患者の交通アクセスの利便性

• 診療科に特徴がなく、どのような医師がいて、
どのような診療が行われているか分からない
• 病院の医師とクリニックの医師同士の接点が
なく、医師の入れ替わりも頻繁なので患者を
安心して送ることができない

• 消化器系は内科/外科ともにワンストップサー
ビスが可能であり当院の特徴となっているが、
当院の情報の対外的アピールはしていない
• 長年勤務している医師へは個人的に患者が
送られてくるが、新しい医師には少ない

1.戦略オプションに対応する具体的解決策詳細

出所: ヒアリングより
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「地域連携の強化」に関する具体的解決策 【1.紹介元医療機関への情報提供(1/2)】
冊子・メーリングリストによる間接的な情報提供とセミナーなどによる直接的な情報提供を行う。

1.戦略オプションに対応する具体的解決策詳細

冊子・メーリングリストによる情報提供 セミナー・懇話会による情報提供

冊子やメーリングリストを用いて、地域の医療機関に対して詳細な

情報を提供し、まず認知してもらうことが重要である。

市民に対する医療講座等のセミナーだけでなく、地域の医療機関

に向けたセミナーを開催することが重要である。

出所: ヒアリングより

媒体 頻度 ポイント

冊子 年2回程度

導入している検査機器・診断機

器の説明や新任医師の専門分

野、また手術件数などの情報提

供を主とする

メーリングリスト 毎日

空床情報など毎日更新される情

報を主とする

メーリングリストに登録すること
で1回のメールで全ての登録医
療機関に送付できるようにする

セミナー・懇話会の

内容

地域の医療機関に向けた地域医療懇話会

目玉診療科の医療に関するセミナー(消化
器系)

開催におけるポイント

医師会と共催することで、地域の医療機関

の参加を促す

MRと共催することで、開催における事務作
業などの業務を軽減すると共に、MRの把握
する地域医療機関のニーズを反映する

開業医との懇話会の場合は、医師生涯教育

制度の単位となるセミナーとすること、連携

に伴う診療報酬の上昇に関するセミナーと

することなど開業医にとってメリットとなるも

のを行う

セミナーのテーマ・規模に関しては医師が決

定し、その他の業務は地域医療室が行う
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「地域連携の強化」に関する具体的解決策 【1.紹介元医療機関への情報提供(2/2)】
情報提供を行う紹介元医療機関はセグメンテーションし、優先順位をつける必要がある。

1.戦略オプションに対応する具体的解決策詳細

全ての医療機関に対して情報提供を行うのが望ましいが、まずは

効果が高いと考えられる医療機関に対して、重点的な渉外活動を

行う必要がある。

評価の基準に関しては、規模(1ヶ月の外来患者数)や紹介患者数
に加え、「目玉事業とする消化器センターへの影響度合い」（例え

ば診療科や各医療機関の専門性など）も考慮する必要がある。

出所: 市立川西病院管理資料

0
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へ
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「地域連携の強化」に関する具体的解決策 【2.予約受付機能の強化】
予約受付は、担当者の対応能力の向上に加えて、担当者に権限を与えることが必要となる。

1.戦略オプションに対応する具体的解決策詳細

紹介元医療機関

地
域
医
療
室

医師

「病床の効率的利用」検討の流れ

対応マニュアルの整備 予約受付担当者の教育 医師・看護師との連携強化予約受付時間の延長

POINT 1
紹介元医療機関への
迅速で的確な対応能力

市立川西病院

• ベッドコントロールの担当者

にすぐに空床情報を確認で
きる業務フロー(もしくは、地
域連携室によるベッドコント
ロール)が必要となる

• 業務品質･効率の均一化を

図るために、様々な場面を想

定した「対応マニュアル」の

整備が必要となる

• 紹介元医療機関に対して、

的確な回答を行うために、医

学用語などに精通している

必要がある

• 勉強会の開催や看護師経験

者を予約受付担当者に配置

する等の解決策を行う

• 土曜日も診察を行っている紹

介元医療機関からの予約を

受け付けるため、土曜日も地

域医療室は業務を行う

看護師

POINT 2
自病院内での連携強化と

地域医療室への権限付与

POINT 1に関する施策 POINT 2に関する施策

予約の申し込み

予約の回答
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「地域連携の強化」に関する具体的解決策 【3.返書管理/逆紹介の徹底】
返書管理/逆紹介は地域医療室への情報の集約、また効果的な管理システム構築が必要となる。

1.戦略オプションに対応する具体的解決策詳細

返書督促制度の整備 逆紹介管理の徹底

紹介元

医療機関

地
域
医
療
室

医師

紹
介
患
者
受
付

医師

医
事
課

診
療
科
受
付

紹介元

医療機関

• 地域医療室を通さない紹介があった場合、
医師のところで紹介状が止まってしまう可能

性がある

• そこで、医事課や診療科受付等、医師の近
くで業務を行っている部署が、医師の手を煩

わせることなく、全ての紹介状を取り纏め地

域医療室に渡す必要がある

紹介状取り纏めの徹底

①診察

②検査・入院の予約

• 医師への返書の督促・逆紹介管理は共に「
紹介状取り纏めの徹底」を行うことで可能と

なる

• 返書督促・逆紹介管理は共に地域連携室の
重要な評価指標とし、医師に対して直接行う

POINT 1
地域医療室による

紹介情報の一元化

POINT 2
地域医療室による

徹底した管理システム構築

「病床の効率的利用」検討の流れ

②紹介状を

直接医師に渡す①診察

⑤紹介状を取り纏め

④診察③来院

③紹介状を

取り纏め

④紹介状を取り纏め

患者パターン2

患者パターン1

POINT 1に関する施策 POINT 2に関する施策

• 医師への返書の督促・逆紹介管理は共に「
紹介状取り纏めの徹底」を行うことで可能と

なる

• 返書の督促は、紹介患者が来院したその日
のうちに必ず行う

• 返書督促・逆紹介管理は共に地域連携室の
重要な評価指標とし、医師に対して直接行う



第2回作業部会資料(資料編)14

「地域連携の強化」に関する具体的解決策 【4.後方病院との連携強化】
後方病院との連携は、地域医療室を中心とした空床情報の共有化システム構築が必要となる。

1.戦略オプションに対応する具体的解決策詳細

望ましい後方病院との連携

後方病院

地
域
医
療
室

各診療科

①MSWによる渉外活動

③後方病院からの空床情報

を随時提供

②毎日の空床情報を提供

④患者の転院

後方病院から空床情報を毎日、メールや電話などで提供してもらう

渉外業務を行っているMSWが、後方病院からの連絡に対して対応し、
それらの情報を取り纏めることが望ましい

②毎日の空床情報を提供

当院の情報(医師の専門性や手術件数、医療機器など)を提供する

直接、後方病院に伺うこと(可能であれば医師も同伴)がリレーション構
築には望ましい

①MSWによる渉外活動

後方病院の空床情報は、MSWが即時、メール等で各診療科に提供する

後方病院とのリレーション/信頼関係の維持のため、即時提供すること
が必要となる

③後方病院からの空床情報を随時提供

各診療科は、後方病院の情報をあらかじめ把握しておき、患者の状態や

住所に合わせて転院先の後方病院を決定する

後方病院の情報は、MSWが渉外活動を行う際に把握しておく。また情
報はエクセルやアクセスを用いてデータベース化すると共に、どこでも

すぐに情報を検索できるように紙にも出力しておくことが望ましい

④患者の転院
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「地域連携の強化」に関する具体的解決策 【5.地域連携のための仕組み構築】
地域連携のための仕組みは、地域の医療機関にもメリットを提供できるものを構築する。

1.戦略オプションに対応する具体的解決策詳細

開放型病院となることで、診療所・開業医と病院の間で患者情報を共

有し、一貫した治療を行うことで、医療に安心と信頼をもたらす。

開放型病院となるための要件

– 地域医師会等との開放利用に関わる合意

– 当該2次医療圏の20診療所以上の医師の登録

– 5床以上の開放病床

– 30日間の試行期間中の2割以上の共同診療の実施

地域連携クリティカルパスを活用し、複数の医療機関間で診療情報

を共有する。

地域連携診療計画管理料の対象疾患

– 大腿骨頸部骨折

• H18年度において大腿骨頸部骨折で約37の手術件数がある

– 脳卒中

• 現状の体制では、困難である

登録医制度の導入 後期高齢者医療の枠組み構築

地域連携パスの利用

市立川西病院の患者特性、地域連携強化という戦略オプションの趣

旨を踏まえ、今回新設された診療所の主治医向けの「後期高齢者診

療料」の取得も含め、地域の医療機関への働きかけを行う。

通院

入院

治療

退院

地域の医療機関 市立川西病院

後期高齢者診療料

後期高齢者外来患者緊急入院

診療加算

在宅患者緊急入院診療加算

後期高齢者総合評価加算

後期高齢者退院調整加算

退院時共同指導料

後期高齢者退院時薬剤情報提

供料

後期高齢yさ退院時栄養・食事
管理指導料

後期高齢者外来継続指導料
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地域医療室

「地域連携の強化」に関する具体的解決策 【5.地域連携のための仕組み構築】
地域医療室には権限を与え、業務内容に応じた人員配置(4-5名)とする。

1.戦略オプションに対応する具体的解決策詳細

• 前方連携と後方連携において渉
外業務を担当する

渉外担当人員(1名)

• 紹介状の取り纏めと返書管理・
逆紹介管理を主として行う

• 返書管理・逆紹介管理に関して
は医師等に直接督促を行う

返書管理担当人員(1名)

• 地域の医療機関からの予約申
し込みの対応を行う

• 予約受付後、看護師等と連携を
取り入院までの全てを管理する

予約受付担当人員(1名-2名)

• 地域連携のための仕組み構築を主たる業務とする

• 渉外業務も、その重要性に鑑みて同行する

管理人員(1名)

院長

POINT 1
院長直属として

権限を付与する

• 後方連携の渉外担当人員はMSWが
望ましい

• 医師からの専門用語での状況確認
などに対応するため、研修などを受

けた人材もしくは看護師（経験者も含

む）が望ましい

• 医師に督促を行うことが出来る人材
である必要があるため、現状でもリレ

ーションを築くことが出来ている人材

が望ましい

POINT 1
原則的には業務内容毎に

人員を配置し専門化を図る



「病床の効率的利用」
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「病床の効率的利用」に関する具体的解決策
「病棟の効率的利用」は3つの課題それぞれについて具体的解決策を行う

1.戦略オプションに対応する具体的解決策詳細

【病床区分配置の見直し】
• ステージ別の病棟編成

⇒「超急性期」「急性期」「慢性期」の3つのステージに分けて病棟を
再編する

【余剰スペースの利用】
• 個室の増床
• 内視鏡室の増設
• SPD倉庫への利用

【看護師配置の検討】

(7対1入院基本料獲得の検討)
⇒現状では、必要となる看護師を一度に採用することは困難である
が、今後も1年で獲得できる看護師数を考慮しつつ,7対1入院基本
料の取得を検討する

3つの課題 具体的解決策
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「病床の効率的利用」に関する具体的解決策 【病床の効率的利用検討の流れ】
病床の効率的利用に関しては、5つのSTEPに分けて検討を行った。

1.戦略オプションに対応する具体的解決策詳細

Step1
必要病床数の確定

Step2
診療科の改廃検討

Step3
病棟区分/配置の検討

Step4
余剰スペースの利用検討

Step5
看護師配置の検討

現状の患者数と改革プランにお

ける患者増見込みを考慮した上

で今後必要となる病床数を決定

する

現在最低210病床が必要であ
り、施策による紹介患者増加
を考慮しても240床が最大と
考えられる

210床規模まで固定費を削減
することは、短期的には困難
であり、240床規模であれば
可能である

診療科別損益計算、診療圏分析

の結果を踏まえて、診療科の改

廃の必要性について検討する

診療科別損益計算の結果、限

界利益で赤字を計上している

診療科はない

現状では収益性(特に単価)が
圧倒的に高く、かつ病床数が

不足している診療科はない

但し、DPC対象病院化などで
損益構造が転換し、赤字とな

る可能性がある診療科がある

Step1-2の結果、患者サービス向
上、患者構成、ベッドコントロール

の簡便性等を考慮して、病棟区

分や配置を検討する

検討結果については、P.20に
記載

収益性、患者サービス、看護師

への負荷の度合い、制約条件な
どを考慮し、「10対1」なのか「7対
1」なのかを検討する

検討結果については。P.21に
記載

Step1-3を踏まえて、「目玉事業
創造(消化器系の強化・集中)」と
の整合性を取りつつ、余剰スペー

スの利用方法を検討する

検討結果については、P.20に
記載

240床規模とする

診療科の改廃は行わない

(但し今後も診療科別損益計

算を継続的し検討を続行)
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「病床の効率的利用」に関する具体的解決策 【Step3、Step4】
病棟をステージ別とすることで限られた看護師を効率的に活用し、開いたスペースを有効利用する。

1.戦略オプションに対応する具体的解決策詳細

出所: 市立川西病院管理資料

北 南

5F

4F

3F

病床数： 48床 病床数： 42床(19床)

病床数： 50床 病床数： 46床

診療科： 産婦人科

病床数： 14床
＋

システム室等

病床数： 41床

北 南

5F

4F

3F

診療科： 内科

病床数： 51床(5床)
稼働率： 88%

診療科： 内科

病床数： 54床(5床)
稼働率： 87%

診療科： 整形外科

病床数： 50床(9床)
稼働率： 82%

診療科： 外科・泌尿器科

病床数： 49床
稼働率： 88%

診療科： 産婦人科

病床数： 35床
稼働率： 37%

診療科： 小児科・眼科

病床数： 44床
稼働率： 55%

稼働率が低く、スペースが無駄になっている

療養期患者

急性期患者

超急性期患者

現状の病棟利用状況 改善案

3階北病棟の稼働率が37%、3階南病棟が55%と非常に低い水準
となっている。

診療科別の病棟編成が行われているが、療養期の患者が多いと

いう特性

3階北病棟は、感染症対策・女性限定という制約条件のため、混
合病棟とはせず、システム室等として用いる。

病棟をステージ別とすることで、看護度を分けて管理することでき、

またベッドコントロールも行いやすくなる。

※現在の改善案であり、病床数等に関しては変更の可能性がある



第2回作業部会資料(資料編)21

「病床の効率的利用」に関する具体的解決策 【Step5】
看護師配置に関しては、1年で採用できる看護師数を考慮しつつ看護基準を検討する。

1.戦略オプションに対応する具体的解決策詳細

利益面だけを見ると、看護師一人当たり給与が700万円の現在では、
10対1の方が7対1よりも高い水準にある

但し、急性期病院として今後は7対1(もしくは介護士を含めて7対1相当
の看護度）であることが望まれる

そこで7対1を目指すが、利益に大きな影響を与える8.4対1から7.1対1
までの期間を最小限に抑える必要がある

看護学校等との交渉を行い、短期間で看護師を採用できる見込みを得
ることができてから、7対1への移行を実行する

また、看護師の採用と同時に、非常勤の看護師や准看護師の採用を積

極的に行い、看護師一人当たり給与を低下させる

現在(8.4対1)

10対1 7対113対1

利
益

10対1 現在(約8.4対1)
210床 147看護師

一人当たり給与
700万円の場合 240床

210床

240床

210床

240床 なし なし 看護師の人員増

210床

240床 正規看護師の人員減と

臨時看護師の人員増

正規看護師の人員減と

臨時看護師の人員増
臨時看護師の人員増

307 166 221

537 437 547

看護師

一人当たり給与
500万円の場合

看護師

一人当たり給与
700万円の場合

看護師

一人当たり給与
500万円の場合

468 382 477

看護サービス × △ ○

なし

正規看護師の人員減と

臨時看護師の人員増

266 191

正規看護師の人員減と

臨時看護師の人員増
臨時看護師の人員増

実行課題

収益性
(利益)

正規看護師の人員減

7対1

看護師の人員増

看護師数

7対1
追加看護師数24人(41人)

10対1
削減看護師数18人(4人)

看護料別シミュレーション

看護師配置の考え方

()内は240床時



その他施策
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「療養機能/リハビリへの強化・集中」に関する具体的解決策
【内科患者へのリハビリ強化】

1.戦略オプションに対応する具体的解決策詳細

内科・整形外科のリハビリ対象患者数 脳血管疾患等リハビリテーション料

出所: 市立川西病院管理資料

現在の患者構成でも、脳血管疾患リハビリを行う必要がある内科
患者が約60名近く存在する。

現状

入院

患者数

現状

具体的解決策

• PT/OTの人員数が足りないために、潜在的なリハビリ患者全てに十分なリハビリを提供することが出来ていない
• OTがいないため、脳血管疾患リハビリテーション料(Ⅲ)になっており単価が低い

• PT/OTを増員し、内科の潜在的リハビリ患者に対してリハビリを提供する
• OTを3名採用し脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を取得する

PT・OTの採用に関しては、各地の専門学校などに働きかけを行
う。

(Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ) 現状

診療報酬 235点 190点 100点

1名以上

1名以上

100点

専従のPT 5名以上 1名以上 5名以上

専従のOT 3名以上 1名以上 0名

専従の

機能訓練室

160㎡
以上

100㎡
以上

160㎡
以上

専任の常勤医師 2名以上 1名以上 1名以上

専従の従事者 10名以上 4名以上 5名以上

15.2

33.4

96.6

43.6

0.0

40.0

80.0

120.0

内科 整形外科

リハビリを行っていない
内科患者の、約60%以上が、
脳血管疾患リハビリの対象患者

OTの採用とPTの人員増を達成することで
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を取得することが出来る

リハビリ

患者数

入院

患者数
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「実質的規模に見合う費用構造への転換」に関する具体的解決策
【SPDの利用による材料費の低減】

1.戦略オプションに対応する具体的解決策詳細

(参考)独立行政法人大阪府立病院のSPDスキーム

H18年度に地方独立法人へ移行した大阪府立病院機構では、診
療材料の購入にSPDを活用し、5病院で9.7億円(医業収益比率約
5%)の材料費を削減した。

SPD
ベンダー

病院機構

本部

各病院

各卸

各

メーカー

交渉力の強化

在庫管理の

簡略化

2次医療圏内の病院等と連携することで、

更なる値引率向上(ボリュームディスカウントの享受)の可能性がある

現状

解決策

• 材料費比率は兵庫県下の他公立病院と同水準にあるが、民間の医療機関と比べると更なる材料費削減の余地があ
ると考えられる

• SPDを利用することで、メーカーとの交渉力を強化し、在庫管理を簡略化する(SPDの倉庫は、院外倉庫等を検討中)
• また、今後更なる材料費削減に向けて、2次医療圏内の公立病院等との連携を模索する
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「実質的規模に見合う費用構造への転換」に関する具体的解決策

【駐車場の有料化と賃借料の見直し】

1.戦略オプションに対応する具体的解決策詳細

駐車場使用の現状

駐車台数
区分 駐車可能台数

9:30 13:30

病院敷地内駐車場 116 105 93

病院裏駐車場 138 132 133

病院前駐車場(借用１) 43 35 32

病院前駐車場(借用２) 136 46 29

合計 433 318 287

駐車率 73.4% 66.3%

(参考)民間活力利用の全体像

必要以上の駐車可能台数を有していると考えられる理由は①延

外来患者数が減少していること②外来予約制の導入により、外来
患者の来院時間が分散されていること③3年前に病院裏駐車場
が整備され、約138台が駐車可能となったことが挙げられる。

民間活力利用のスキーム決定は、土地所有の状況等様々な要素

の検討を行い、川西市と共同して行う。

現状

解決策

• 駐車場が有料となっていないために、患者・従業員以外の病院に関係ない方が駐車している可能性がある
• 必要以上の駐車可能台数を有しているにも関わらず、駐車場を借用しており、賃借料が発生している

• 民間活力を利用し病院裏駐車場を立体駐車場とすることで、投資の必要なく、有料化と借用駐車場の返還を達成す
る(効果額はシミュレーションに反映していない)

現在では、最大でも75%程度の稼働率しかない

民間企業が資金調達から建設・事業運営までを行うため、

コスト削減・リスクの低減などの効果が期待できる

地方自治体

建設事業者 運営事業者

金融機関民間事業者

融資

元利返済

建設対価

サービス

委託費

運営対価

出所: 市立川西病院管理資料

(建設事業者や運営事業者は上記民間事業者と同一である場合も考えられる)
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「実質的規模に見合う費用構造への転換」に関する具体的解決策

【事務部門・医事委託等の効率化】

1.戦略オプションに対応する具体的解決策詳細

同床規模病院の受付・医事業務委託費の比較 医事委託費用と延外来患者数の推移

同床規模(稼動病床数200床-300床)の公立病院の中で、市立川
西病院よりも低い水準で委託している病院がある。

延外来患者数が減少傾向にある一方で、窓口業務及び電話交換

業務委託料は増加している。

出所: 市立川西病院管理資料

事務部門費・医事委託費用

削減の可能性がある

延外来患者数

窓口事務及び

電話交換業務委託料

現状

今後の方向性

• 医事業務委託費が、同床規模の兵庫県下の公立病院と比較して低い水準に達していない
• 延外来患者が減少傾向にあるが、窓口事務及び電話交換業務委託料は増加傾向にある

• 委託業者に現状を説明し交渉することで、少なくとも低い医事業務委託費を達成しているベンチマーク病院と同水準
まで削減できる余地はあると考えられる（効果額はシミュレーションには反映していない）
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「実質的規模に見合う費用構造への転換」に関する具体的解決策

【薬剤部の効率化】

1.戦略オプションに対応する具体的解決策詳細

出所: ヒアリングより

入院患者への注射薬の一本出し
約3名

化学療法室における調剤業務
約2名

入院の調剤＋服薬指等
約6名

現状

具体的解決策

• 診療科損益計算で薬剤部のコメディカル部門利益は74,802千円の赤字となっている
• 院外処方後も、当初の想定ほど人員削減を達成できておらず、また服薬指導件数も更なる増加の余地がある

• H21年度のオーダリングシステム導入に伴い薬歴情報管理システムを導入し、服薬指導の件数を増加させる

現状維持

• 現在、約3名の非常勤薬剤師が
業務に当たっている

• 業務量軽減の方法として、ピッキ
ングマシーン（自動で一本出しを

行う装置）の導入が考えられる

• しかし、約1,000千円の投資が
必要となり、投資資金の回収ま
でに約10年の期間が必要となる
ため現状維持としている

現状維持

• 化学療法室の安全確保の観点
から、現状維持が望ましい

薬歴情報管理システムを導入し
服薬指導件数を1.3倍に増加させる

• 現在服薬指導1件に付き、準備
の時間等を加味すると約40分程
度かかっている

• そのうち最も時間のかかってい
る薬歴情報の手書き作業が、シ
ステム導入により10分程度削減
されると考えられる

• そこで、余剰となった業務量を服
薬指導に用いる

現状の業務

薬剤部員の現状の業務とそれぞれの解決策の検討
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「実質的規模に見合う費用構造への転換」に関する具体的解決策

【調理業務の効率化】

1.戦略オプションに対応する具体的解決策詳細

市立川西病院の調理業務に関わるコスト 調理業務等を全部委託している兵庫県の公立病院

入院患者100人当たりに換算すると約411千円のコストがかかっ
ている。

調理業務・食器洗浄業務を行っている兵庫県の公立病院の中で、

市立川西病院と病床数が最も近い西脇市立西脇病院をベンチ

マークとする。出所: 市立川西病院管理資料

病床数
委託費用

(千円)

入院患者
100人あたり

(千円)

加古川市民病院 311.2 148,716 478 

明石市立市民病院 344.7 104,454 303 

加東市民病院 132.2 38,400 290 

市立小野市民病院 183.3 47,040 257 

西脇市立西脇病院 252.8 63,017 249 

市立加西病院 215.3 45,156 210 

H19年度
入院患者

100人あたり
(千円)

調理業務に

かかる人件費
(管理栄養士を除く)

71,011

15,240

86,251

338

食器洗浄業務に

かかる人件費
73

合計 411

現状

具体的解決策

• 調理業務・食器洗浄業務を9名の正職員(管理栄養士2名を除く)が従事している
• 入院患者100人当たりのコストで比較すると、外部委託を行っている他公立病院と比べて高い水準にある

• 段階的に調理業務・食器洗浄業務を外部委託とし、ベンチマーク病院（西脇市立西脇病院）のコストと同水準まで削
減する

同床規模の西脇市立西脇病院と比較して

現状では、入院患者100人当たりで162千円のコスト増となっている



2.シミュレーションの前提条件
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【損益シミュレーションの主な前提条件(1/2)】

シナリオ1 シナリオ2 シナリオ3 シナリオ4

入院収益

【患者数】*1
H20年度の見込値を維持
【単価】
H20年度の実績単価を維持

【患者数】*1
H20年度の予測値を維持
【単価】*2
H21年度からDPC認定後の単価
を使用

【患者数】*1
H20年度の予測値を維持
【単価】*2
H21年度からDPC認定後の単価
を使用

【患者数】
改革プラン施策による増加の目
標値を加味
【単価】*2
H21年度からDPC認定後の単価
を使用

外来収益
H20年度の外来収益を見込値を
維持

H20年度の外来収益を見込値を
維持

H20年度の外来収益を見込値を
維持

H20年度の外来収益を見込値を
維持

変動費 H19年度対医業収益比率を維持 H19年度対医業収益比率を維持 対医業収益比率に影響する改革
プラン施策のインパクトを加味

対医業収益比率に影響する改革
プラン施策のインパクトを加味

固定費
現在進行中の施策効果を反映*3
(その他の科目は現状維持)

現在進行中の施策効果を反映*3
(その他の科目は現状維持)

現在進行中の施策効果と、改革
プラン施策のインパクトを加味
(改革プランで影響を与えない科
目は現状維持)

現在進行中の施策効果と、改革
プラン施策のインパクトを加味
(改革プランで影響を与えない科
目は現状維持)

*1：H20年度の見込値は、H19年度の同月との比率を全体の患者数に掛け合わせることで算定
*2：DPC認定後の単価は市立川西病院管理のDPC認定後予測単価(メディカルアーキテクツ作成)を使用
また、平均在院日数が2SDを越える患者は、H19年度実績の当該患者比率を維持し、単価はH19年度実績の出来高単価から手術や処置分を減じた単価を使用

*3：固定費の中でも、減価償却費に関しては、それぞれのシナリオにおいて必要となる設備投資等による増加額を反映したデータ(市立川西病院管理資料)を使用

2.シミュレーションの前提条件
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【損益シミュレーションの主な前提条件(2/2)】

医業外損益の推移(単位：千円) 現在進行中の施策とその効果額(単位：千円)

各施策の具体的内容は以下の通り

管理部門等の人件費削減

– H20年度から管理部門等の人件費を約2%から4%削減する

正規職員の再任用

– H20年度に2名、H22年度に1名の退職正職員を再任用する

看護師の減員

– 看護師の定数を9名削減する

薬剤師の減員

– H20年度に薬剤師1名が退職するが、不補充とする

麻酔科医の増員

H19 H20 H21 H22 H23

医業外収益 548,000 594,000 593,000 593,000 591,000

他会計負担金 501,000 548,000 547,000 547,000 545,000

その他 47,000 46,000 46,000 46,000 46,000

医業外費用 228,000 57,000 56,000 57,000 55,000

小計 320,000 537,000 537,000 536,000 536,000

減価償却費の推移(単位：千円)

H19 H20 H21 H22 H23

減価償却費 172,665 193,724 237,911 242,254 172,665

H20 H21 H22 H23

管理部門の人件費削減 23,000

正規職員の再任用 8,000 12,000

看護師の減員 63,000

薬剤師の減員 10,000

麻酔科医増員 -12,000

H19年度からH20年度にかけての医業外費用の減少は、企業債
の償却年数経過に伴う、支払利息の減少に起因する。

H21年度からH22年度にかけて、減価償却費が大きく増加するの
は、オーダリングシステムの導入に起因する。

2.シミュレーションの前提条件

出所: 市立川西病院管理資料



3.一般会計繰入金の算定基準等
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【一般会計繰入金の推移】

3.一般会計繰入金の算定基準等

H16 H17 H18 H19 H20予算額

117,827 116,200 143,505 149,134 105,000

救急医療態勢負担金 110,000 110,000 126,000 130,000 100,000

医療相談等の経費負担金 7,827 6,200 17,505 19,134 5,000

283,344 259,890 616,133 500,651 284,989

看護師養成経費負担金 12,414 12,284 12,746 14,448 11,000

企業債利息補助金 97,249 88,812 79,926 70,370 17,456

医師等の研究研修費補助金 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

准看護師養成に伴う実習運営経費補助金 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400

基礎年金拠出金の公的負担経費補助金 37,296 37,782 38,448 42,854 42,854

高度医療経費補助金 50,000 40,000 40,000 30,000 30,000

リハビリテーション医療経費補助金 20,000 13,000 10,000 10,000 10,000

院内保育園運営経費補助金 7,700 7,700 7,700 7,700 8,400

兵庫県市町村共済組合追加費用経費補助金 50,285 51,912 48,913 46,879 46,879

小児医療経費補助金 0 0 150,000 140,000 60,000

産婦人科医療確保（周産期医療）経費補助金 0 0 220,000 130,000 50,000

401,171 376,090 759,638 649,785 389,989

207,507 206,733 225,290 242,489 217,432

建設改良費補助金 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

企業債償還金補助金 187,507 186,733 205,290 222,489 197,432

608,678 582,823 984,928 892,274 607,421

A 医業収入

B 医業外収益

C 資本的収入

合計(A+B+C)

合計(A+B)

(単位：千円)

出所: 市立川西病院管理資料

H16-H19年度は決算額、H20年度は当初予算額を記載している。
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【一般会計繰入金の算定基準(1/4)】

区分 趣旨 操出基準 収入項目 支出項目

平成19年度繰入金
収入-支出
（単位：千円）

平成20年度繰入金
予算額

（単位：千円）

人件費（1）救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第8号）第2
条により告示された救急病院における医師等の待機及び空
床の確保等救急医療に確保に必要な経費に相当する額とす
る。

薬品費

診療材料費

減価償却費

空床確保経費

人件費栄養食事指導
相談に要する
経費

栄養食事
指導料 経費（パンフレット作成、コ

ピー代等）

人件費（助産婦）妊産婦指導相
談に要する経

費 経費（ビデオテープ等）

人件費（臨床心理士2名）

材料費

経費

人件費（医、看、事3名）予防接種に要
する経費

予防接種
料 材料費（ワクチン等）

人件費（医、看、事3名）

材料費

経費

乳児検診に要
する経費

乳児検診
料

小児医療相談
に要する経費

相談費 19,134 5,0002

医
療
相
談
等
に
要
す
る
経
費

（3）災害拠点病院が災害時における救急医療のために行う
診療用具、診療材料及び薬品費（通常の診療に必要な診療
用具、診療材料及び薬品等を上回る診療用具、診療材料及
び薬品等）の備蓄に要する経費に相当する額とする。

（2）災害拠点病院整備事業実施要領（平成8年5月10日付け
健政発第435号厚生省健康政策局長通知）に基づく災害拠
点病院が災害時における救急医療のために行う施設（通常
の診療に必要な施設を上回る施設）の整備に要する経費に
相当する額とする。

130,0001 救急医療体勢経費

救急医療の確保に
要する経費につい
て、一般会計が負
担するための経費

100,000救急に関
する収入

3.一般会計繰入金の算定基準等

出所: 市立川西病院管理資料



第2回作業部会資料(資料編)35

【一般会計繰入金の算定基準(2/4)】

区分 趣旨 操出基準 収入項目 支出項目
平成19年度繰入金
収入-支出
（単位：千円）

平成20年度繰入金
予算額

（単位：千円）

14,448 11,000

197,432

17,456

20,000

図書費

研究材料費等

材料費

3,000

5,400

222,489

70,370

20,000

3,000

5,400

3 看護師養成経費

公立病院附属看護
師養成所の運営に
要する経費につい
て、一般会計が負
担するための経費

公立病院附属看護師養成所において看護師を養成するた
めに必要な経費のうち、その経営に伴う収入をもって充てる
ことができないと認められるものに相当する額とする。

学費（36名）

元金分

利子分

5 建築改良費

病院の建設改良費
について一般会計
が負担するための
経費

病院の建設改良費及び企業債元利償還金の内その経営に
伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相
当する額（建設改良費及び企業債元利償還金等の2分の１、
但し平成14年度までに着手した事業に係る企業債元利償還
金等にあっては3分の2を基準とする）

起債対象外の医療機器、器
具備品及び改良工事費

学会出張旅費、参加費

人件費（教育担当者）

7

伊丹市医師会立准
看護高等専修学校
看護学生実習運営

経費

6 医師、看護師等研
究研修費

医師及び看護師等
の研究研修に要す
る経費の一部につ
いて繰り出すため
の経費

医師及び看護師等の研究研修に要する経費の2分の1とす
る。

4 企業債償還元利金

3.一般会計繰入金の算定基準等

出所: 市立川西病院管理資料
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【一般会計繰入金の算定基準(3/4)】

区分 趣旨 操出基準 収入項目 支出項目

平成19年度繰入金
収入-支出
（単位：千円）

平成20年度繰入金
予算額

（単位：千円）

8 基礎年金拠出金の
公的負担経費

地方公営企業の経
営健全化に資する
ため、地方公営企
業職員に係る基礎
年金拠出金に係る
公的負担に要する
経費の全部又は一
部について繰り出
すための経費

病院事業の職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担額（
前々年度における経常収支不足額を限度とする）とする。

基礎年金 42,854 42,854

ＣＴ経費

ＭＲＩ経費

体外衝撃波結石破砕装置
経費

10 リハビリテーション
医療運営経費

リハビリテーション
医療の実施に要す
る経費について、一
般会計が負担する
ための経費

リハビリテーション医療の実施に要する経費のうち、これに伴
う収入をもって充てることができないと認められるものに相当
する額とする。

運営経費 10,000 10,000

子供を持
つ看護師
確保事業
補助金
（県補助
金）

保育料収
入

人件費
給食費

調理器具・食器費等
経費

（福利厚生費、旅費、消耗
品費、消耗備品費、光熱水
費、役務費、減価償却費

7,700 8,40011 院内保育園運営経
費

病院内保育所の運
営に要する経費に
ついて一般会計が
負担するための経
費

病院内保育所の運営に要する経費について、その経営に伴
う収入をもって充てることができないと認められるものに相当
する額とする。

30,000 30,0009 高度医療経費

高度な医療で採算
をとることが困難で
あっても、公立病院
として行わざるを得
ないものの実施に
要する経費につい
て、一般会計が負
担するための経費

高度な医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をも
って充てることができないと認められるものに相当する額とす
る。

3.一般会計繰入金の算定基準等

出所: 市立川西病院管理資料
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【一般会計繰入金の算定基準(4/4)】

区分 趣旨 操出基準 収入項目 支出項目

平成19年度繰入金
収入-支出
（単位：千円）

平成20年度繰入金
予算額

（単位：千円）

12
兵庫県市町村職員
共済組合追加費用

経費

病院事業会計に係
る共済追加費用の
負担に要する経費
の一部について繰
り出すための費用

当該年度の4月1日現在の職員数が地方公務員等共済組
合法の長期給付等に関する施行法の施行の日における職
員数に比して著しく増加している病院事業会計に係る共済
追加費用の負担額の一部とする。

共済追加費用額 46,879 46,879

人件費

薬品費

診療材料費

給食材料費

光熱水費

経費（消耗品、備品、印刷
費、修繕費の概算）

減価償却費

企業債償還元利金

入院収入 人件費

外来収入 薬品費

診療材料費

給食材料費

光熱水費

経費（消耗品、備品、印刷
費、修繕費の概算）

減価償却費

企業債償還元利金

合計 892,274 607,421

130,000 50,00014 周産期医療経費

周産期医療の実施
に要する経費につ
いて、一般会計が
負担するための経
費

周産期医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入を
もって充てることができないと認められるものに相当する額
とする。

140,000 60,00013 小児医療経費

小児医療の実施に
要する経費につい
て、一般会計が負
担するための経費

小児医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をも
って充てることができないと認められるものに相当する額と
する。

患者からの
年間収入

3.一般会計繰入金の算定基準等

出所: 市立川西病院管理資料
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【兵庫県の医療計画における「地域医療における病院相互の機能分担」に関する記載】

4.再編ネットワーク化資料

(4) 市町立等の公的病院

①県内には、現在、市町立及びその組合が設置する公立病院

が33 病院、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会
が設置する病院が5 病院ある。これらの病院は、４疾病（が
ん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病）５事業（救急医療、災

害医療、へき地医療、周産期医療、小児救急を含む小児医

療）など多様な医療分野で、日常生活圏において通常必要

とされる入院医療及び専門医療を担う中核的な病院として

大きな役割を果たしている。

②医療提供体制の充実と経営基盤の強化を図るため、市町立

病院間の広域連携を推進する動きも見られる。

(6) 公立病院改革の動き

多くの公立病院（県立・市町立・一部組合立など）において、

経営状況の悪化や医師不足による診療体制の縮小など、

近年の厳しい実態を踏まえ、「経済財政改革の基本方針（平
成19 年6 月19 日閣議決定）」に基づき、経営効率化、再
編・ネットワーク、経営形態の見直しを柱とする改革が進め

られつつある。

(4) 市町立等公的病院の機能充実（市町・日本赤十字社等）

圏域内の２次医療を担う中核的な病院として、市町立等の

公的病院の医療機能の充実と限られた医療資源の効率的

な活用の観点から、病院間の機能分担、再編・ネットワーク

化を図り、適切な医療機能の再編整備を進める。

(5) 公立病院の再編・ネットワーク化

公立病院（県立・市町立・一部組合立）は、国から平成19 
年12 月に示された「公立病院改革ガイドライン」に基づき、
経営の効率化、再編・ネットワーク化、経営形態の見直しを

行うこととされている。再編・ネットワーク化に当たっては、当

保健医療計画に記載した４疾病５事業等の医療連携におい

て求められる医療機能の確保に留意し県民への理解を求

めつつ、検討を進める。（県、市町、一部事務組合）

兵庫県による【現状】把握 兵庫県による【推進方策】
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地域の医療機関とのネットワーク強化の方向性として、地域医療支援病院への認定を目指すべき

であるが、現状と認定されるための施設基準には大きな開きがある。

１．趣旨

医療施設機能の体系化の一環として、患者に身近な地域で医療が提供さ
れることが望ましいという観点から、紹介患者に対する医療提供、医療機器
等の共同利用の実施等を通じて、第一線の地域医療を担うかかりつけ医、
かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院と
して相応しい構造設備等を有するものについて、都道府県知事が個別に承
認している。

２．役 割

○紹介患者に対する医療の提供（かかりつけ医等への患者の逆紹介も含
む）

○医療機器の共同利用の実施○救急医療の提供○地域の医療従事者に
対する研修の実施

３．承認要件

地域医療支援病院の認定要件

– 開設主体：原則として国、都道府県、市町村、特別医療法人、公的医
療機関、医療法人等（詳細は別添2参照）

– 紹介患者中心の医療を提供していること

• 紹介率80％を上回っていること（紹介率が60％以上であって、承
認後2年間で当該紹介率が80％を達成することが見込まれる場合
を含む。）

• 紹介率が60％を超え、かつ、逆紹介率が30％を超えること

• 紹介率が40％を超え、かつ、逆紹介率が60％を超えること

– 救急医療を提供する能力を有すること

– 建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる体制を確保してい
ること

– 地域医療従事者に対する教育を行っていること

– 原則として200床以上の病床、及び地域医療支援病院としてふさわし
い施設を有すること

地域医療支援病院について 市立川西病院の現状

地域医療支援病院の認定要件 市立川西病院

開設主体
原則として国、都道府県、市町村、
特別医療法人、公的医療機関、医療
法人等

〇 開設主体：川西市

紹介率80％を上回っているこ
と（紹介率が60％以上であっ
て、承認後2年間で当該紹介
率が80％を達成することが
見込まれる場合を含む。 ）

×

紹介率が60％を超え、かつ、
逆紹介率が30％を超えること ×

紹介率が40％を超え、かつ、
逆紹介率が60％を超えること ×

救急医療
救急医療を提供する能力を有するこ
と

〇
救急指定病院であ
る

体制整備
建物、設備、機器等を地域の医師等
が利用できる体制を確保しているこ
と

×

全身用CTスキャン
・磁気共鳴断層診
断装置（MRI）・体
外衝撃波結石破
砕装置のみ

施設整備
原則として200床以上の病床、及び
地域医療支援病院としてふさわしい
施設を有すること

〇
283床の許可を得
ている

市立川西病院
紹介率：28.2%
逆紹介率：8%
(H20/7実績)

出所：
市立川西病院指標
管理（外来）

紹介率

紹
介
患
者
中
心
の
医
療
を
提
供
し
て

い
る
こ
と

4.再編・ネットワーク化資料

出所: 市立川西病院管理資料
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【各経営形態の詳細(1/3)】

地方公営企業法
一部適用

地方公営企業法
全部適用

独立行政法人
（非公務員型）

指定管理者

設立団体 地方公共団体

指定管理者

指定管理者が任命する者

指定管理者が定める

一般会計からの

繰り入れ

地方公営企業法に基づき①そ

の性質上当該地方公営企業の
経営に伴う収入をもって充てる
ことが適当でない経費②当該

地方公営企業の性格上能率的
な経営を行ってもなおその経営
に伴う収入のみをもって充てる
ことが客観的に困難であると認
められる経費について，一般会
計から負担する。必要に応じ，
補助金の支出も可能

同左
地方独立行政法人法に基づき，
左に準じた取扱い

契約に基づく一般会計からの支
出が可能

経営責任者

医療法上の

病院管理者

組織

地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体

設置条例で設置及び

その経営の基本を定め，

その他は地方公共団体

の長が規則等で制定

設置条例で設置及び

その経営の基本を定め，

その他は管理者が企業

管理規程で制定

法令で定める基本的な

枠組みの範囲内で，

地方独立行政法人の

長が決定

地方公共団体の長 病院事業管理者

・地方公共団体の長が任命

・特別職地方公務員

・地方公営企業法の業務を執行
し，当該業務の執行に関し当該
地方公共団体を代表（予算調製
等一部を除く）

理事長

・設立団体の長が任命

・独立行政法人を代表し，その
業務を総理

地方公共団体の長が

任命する者

病院事業管理者が

任命する者
理事長が任命する者

市立川西病院

5.経営形態に関する資料
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【各経営形態の詳細(2/3)】 】

地方公営企業法
一部適用

地方公営企業法
全部適用

独立行政法人
（非公務員型）

指定管理者

地方公共団体

の長等との関係

・設置条例で設置及びその経営
の基本を定め，その他は地方
公共団体の長が規則等で制定

・設置条例で設置及びその経営
の基本を定め，その他は管理
者が企業管理規程で制定

・地方公共団体の長は，地方公
営企業に係る予算の調製，議
会への議案の提出，過料賦課
等の権限を留保

・地方公共団体の長は，出納取
扱金融機関の同意など法定事
項に限り関与

・地方公共団体の長は地方公
営企業の業務と地方公営企業
の業務と他の事務との間に調
整を図る必要があるときなどに
限り，地方公営企業の業務の
執行について必要な指示をする
ことができる

・管理者の任命，罷免，懲戒処
分

・一般的な管理規定は置かず，
設立団体の長が関与できる事
項を法律で限定列挙

①定款の策定・変更

②業務方法書の認可

③中期目標の制定

④中期計画の認可

⑤中期計画の変更命令

⑥限度あるいは年度を超える短
期借入金に関する認可

⑦中期計画外の重要財産処分
等についての認可

⑧市の負担金に係る予算書提
出

⑨法人の違法行為に対する是
正命令

⑩中期目標期間の終了時の検
討，所要の措置

・地方公共団体が，経営に関し
て条例その他で定められた事
項及び毎年度の予算に従って
事業を行わせる

・地方公共団体は，委託契約等
に基づいて，指定管理者に対し
て必要な指示等を行うことがで
きるほか，民法その他の法令に
反しない限りで，双方の協議に
より必要な措置をとることができ
る

・市長は指定管理者に対して，
管理の業務または経理の状況
に関し報告を求め，実地に調査
し，または指示できる

議会の関与

・設置等に係る条例の制定

・予算の議決

・決算の認定

同左

・以下の事項につき議決を要す
る

→[長等との関係]①③④⑦⑧
→法人の解散

・以下の事項につき長から報告
を受ける

→年度業務実績，中期目標に

係る業務実績

・以下の事項につき法人から報
告を受ける

→中期目標に係る事業報告書

一般会計の負担する予算の議
決，決算の認定，指定・選任の
議決

市立川西病院

5.経営形態に関する資料
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【各経営形態の詳細(3/3)】 】

地方公営企業法
一部適用

地方公営企業法
全部適用

独立行政法人
（非公務員型）

指定管理者

職員の任命 指定管理者が雇用契約を締結

指定管理者の職員 （民間職員）

指定管理者により決定

職員の身分

職員の給与

地方公共団体の長が任命 管理者が任命 理事長が任命

地方公務員 地方公務員 法人の職員

病院管理者に独自の給与表を
設定する権限がない

独自の給与表の設定が可能 同左

市立川西病院

5.経営形態に関する資料
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院外処方導入に係る影響額調べ(1/2)

院外処方導入に係る影響額調べ

１．外来診療収入の状況 （請求ベース金額） （単位：円）

薬剤料 調剤料 （内　処方料） 調剤基本料 薬剤情報提供料 処方せん料 合計 注射料
平成１８年度 171,657 2,073,027,249 789,511,816 49,289,442 39,460,280 5,442,272 7,504,100 5,330,740 857,078,370 165,297,094 155,722,143
平成１９年度 168,411 1,228,185,242 4,391,836 2,678,259 2,113,600 309,040 200 63,879,400 71,258,735 158,153,581 178,362,993

差額 -3,246 -844,842,007 -785,119,980 -46,611,183 -37,346,680 -5,133,232 -7,503,900 58,548,660 -785,819,635 -7,143,513 22,640,850

外来投薬を夜間・休日を除き、平成19年3月から院外処方へと移行した。

ことにより、平成18年度と平成19年度の外来診療における薬剤料等収入状況を比較した結果

検証１

検証２　　

検証３

２．薬品費等の支出状況 （単位：円）

年度 薬品費 診療材料費 給食材料費 医療消耗備品費 合計

平成１８年度 1,256,134,814 299,645,717 45,851,976 2,424,540 1,604,057,047
平成１９年度 525,507,506 335,921,891 44,030,406 1,324,915 906,784,718

差額 -730,627,308 36,276,174 -1,821,570 -1,099,625 -697,272,329

検証１

検証２ 外来患者数、外来収益が減少している反面、診療材料費については３６，２７６千円増となり、材料費全体で６９７，２７２千円の減となった。

３．入院患者に対する薬剤管理指導料・退院時服薬指導料の収入状況

回数 金額（円） 回数 金額（円） 回数 金額（円）
平成１８年度 6,537 22,879,500 1,588 794,000 8,125 23,673,500
平成１９年度 9,483 33,190,500 2,072 1,036,000 11,555 34,226,500

差額 2,946 10,311,000 484 242,000 3,430 10,553,000

院外処方へ移行したことにより、入院患者に対する服薬指導等を充実させた。平成18年度と平成19年度の薬剤管理指導料等を比較した結果

検証１ 薬剤管理指導回数が2，946回増加し、指導料が１０，５５３千円増収となった。

検証2 退院時服薬指導回数が４８４回増加し、指導料が２４２千円増収となった。

基本料（初診
料・再診料）

薬剤関係  ①

合計
年度

薬剤管理指導料 退院時服薬指導料

薬品費支出が７３０，６２７千円減となった。

患者数年度 外来診療費

薬剤料収入が７８５，１２０千円減収となった。

外来患者数が３，２４６人減少したことにより、初診料・再診料収入が約７，１４４千円減収となった。

調剤料（処方料を含む）、調剤基本料、薬剤情報提供料収入が５９，２４８千円減収となった一方、処方せん料収入が５８，５４９千円増収となった。

外来投薬を夜間・休日を除き、平成19年3月から院外処方へと移行したことにより、平成18年度と平成19年度の薬品費等の支出状況を比較した結果

5.経営形態に関する資料

出所: 市立川西病院管理資料
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院外処方導入に係る影響額調べ(2/2)

５．外来化学療法等収入の状況

回数 金額（円） 回数 金額（円） 回数 金額（円）
平成１８年度 0 0 0 0 0 0
平成１９年度 337 1,348,000 335 167,500 672 1,515,500

差額 337 1,348,000 335 167,500 672 1,515,500

院外処方へ移行したことにより薬剤倉庫の一部が不要となり、予てから計画を行っていた外来化学療法室へ転用を行い、平成１９年９月から外来化学療法を実施した。

検証１

６．薬剤師の配置及び人件費の状況

職員数 人件費（円） 職員数 人件費（円）
平成１８年度 10 88,505,385 7 29,188,428
平成１９年度 10 91,207,845 3 12,767,013

差額 0 2,702,460 -4 -16,421,415

院外処方へ移行したことにより、薬剤師（臨時職員）を削減した。

検証１

７．総括
(1) 収入面での影響額 (2) 支出面での影響額
①収入減となった事項及び額 （単位：円） ①支出減となった事項及び項目 （単位：円）

金額 摘要 金額 摘要

-785,119,980 730,627,308
-59,248,315 16,421,415
-844,368,295 747,048,723

②収入増となった事項及び額 （単位：円）
金額 摘要
58,548,660
10,311,000
242,000

1,515,500
70,617,160

①＋②＝ -773,751,135 円

－ ＝ 影響額
－ ＝ 26,702,412 （減収）

項目
薬品費
薬剤師（臨職）人件費

計

外来化学療法加算及び無菌製剤処理加算として１，５１６千円の収益があった。ただし、平成１９年９月から実施したもので、年間ベースでの収入は約２，６００
千円が見込まれる。

外来化学療法収入

収入減となった額

薬剤管理指導料

項目

支出減となった額
773,751,135 747,048,723

退院時服薬指導料

計

薬剤師（臨時職員）４名を減員し、１６，４２１千円の人件費を削減した。

年度
正規職員 臨時職員

調剤料等収入

年度
外来化学療法加算 無菌製剤処理加算 合計

計

処方せん料

薬剤料収入
項目

5.経営形態に関する資料

出所: 市立川西病院管理資料
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